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一
　
は
じ
め
に

　
民
主
主
義

―
そ
れ
は
、
目
指
す
べ
き
理
想
の
政
治
体
制
や
意
思
決
定
手
続
き
を
表
す
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
現
実
の
政
治
体
制
を
示

す
言
葉
で
あ（
1
）る。

こ
れ
ま
で
、
権
威
主
義
体
制
や
独
裁
体
制
で
あ
っ
た
多
く
の
国
々
が
民
主
主
義
体
制
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
最
近
で

は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
で
発
生
し
た
民
主
化
運
動
に
よ
る
政
権
の
打
倒
が
記
憶
に
新
し
い
。
特
に
、
米
国
を
は
じ
め
と
す
る
先
進

民
主
主
義
諸
国
や
国
際
機
関
は
、
冷
戦
中
か
ら
現
在
ま
で
民
主
主
義
そ
れ
自
体
を
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
民
主
化
を
支
援
し
て
き（
2
）た。

一

方
、
学
問
の
世
界
で
は
、
民
主
主
義
が
経
済
成
長
や
内
戦
の
発
生
に
及
ぼ
す
影
響
や
、
民
主
化
の
決
定
要
因
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
が
行

わ
れ
て
き（
3
）た。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
現
実
の
政
治
で
は
民
主
化
支
援
の
前
提
と
し
て
各
国
の
民
主
主
義
の
現
状
を
評
価
す
る
必
要
性

か
ら
、
学
問
的
に
は
計
量
分
析
を
行
う
た
め
に
民
主
主
義
を
数
値
と
し
て
変
数
化
す
る
必
要
性
か
ら
、
民
主
主
義
指
標
が
不
可
欠
な
道
具

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ（
4
）る。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
米
国
を
中
心
に
民
主
主
義
指
標
の
開
発
や
方
法
論
の
精
緻
化
が
盛
ん
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
民
主
主
義
指

標
を
使
用
す
る
研
究
者
の
多
く
は
、
各
指
標
間
の
相
関
関
係
が
強
い
こ
と
を
理
由
に
指
標
間
に
大
き
な
違
い
は
な
い
と
考
え
、
自
身
の
選

好
や
分
析
上
の
利
便
性
に
も
と
づ
い
て
各
自
の
研
究
で
使
用
す
る
指
標
を
選
択
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
民
主
主
義
指
標
を
使
用
し
て

も
同
じ
分
析
結
果
が
得
ら
れ
る
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
キ
ャ
ス
パ
ー
（G. Casper

）
と
ト
ゥ
フ
ィ
ス
（C. Tufis

）
は
、

同
じ
分
析
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
も
使
用
す
る
民
主
主
義
指
標
に
よ
っ
て
分
析
結
果
が
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
よ
う
な
現
状
を
批

判
し（
5
）た。
こ
の
よ
う
に
、
民
主
主
義
指
標
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
諸
外
国
で
さ
え
も
、
そ
の
指
標
の
利
用
者
は
、
民
主
主
義
指
標
の
質
に

関
し
て
注
意
深
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
傾
向
は
、
我
が
国
で
よ
り
一
層
顕
著
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
民
主
主
義
指
標
を
作
成
す
る
研
究
は

存
在
せ
ず
、
各
指
標
の
違
い
を
検
討
し
た
研
究
も
非
常
に
限
ら
れ（
6
）る。

国
内
外
を
問
わ
ず
、
民
主
主
義
指
標
を
利
用
す
る
研
究
者
は
、
民
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主
主
義
指
標
と
い
う
生
産
物
に
対
す
る
無
批
判
の
「
消
費
者
」
に
す
ぎ
な（
7
）い。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
問
題
視
す
る
本
稿
の
目
的
は
、
指
標
の
作
成
者
や
利
用
者
が
既
存
の
民
主
主
義
指
標
の
相
違
点
や
欠
点
を
理
解
す

る
た
め
に
、
既
存
指
標
を
概
観
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
民
主
主
義
指
標
を
概
観
し
た
研
究
は
本
稿
が
初
め
て
で
は
な
い
。
ボ
レ

ン
（K. Bollen
）
は
、
民
主
主
義
の
定
義
と
そ
の
測
定
と
い
う
二
つ
の
段
階
に
お
い
て
、
既
存
の
指
標
が
陥
り
が
ち
な
問
題
点
を
提
示
し

て
い（
8
）る。

高
田
も
同
様
に
、
定
義
や
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
期
間
、
国
家
数
な
ど
の
観
点
か
ら
既
存
の
指
標
を
評
価
し
て
い（
9
）る。

ム

ン
ク
（G. M

unck
）
と
ヴ
ァ
ー
キ
ュ
イ
レ
ン
（J. Verkuilen

）
は
、
民
主
主
義
を
測
定
す
る
手
続
き
を
三
段
階
に
分
類
し
た
。
第
一
に
、

民
主
主
義
の
定
義
や
そ
の
構
成
要
素
を
特
定
す
る
「
概
念
化
」（conceptualization

）、
第
二
に
、
民
主
主
義
の
構
成
要
素
を
測
定
す
る
た

め
の
デ
ー
タ
の
決
定
や
、
民
主
主
義
指
標
が
民
主
主
義
の
有
無
を
表
す
二
値
な
の
か
程
度
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
関
す
る
「
測
定
」

（m
easurem

ent

）、
最
後
に
、
各
構
成
要
素
を
一
つ
の
指
標
と
し
て
合
成
す
る
方
法
に
関
す
る
「
集
約
」（aggregation

）
の
三
段
階
で
あ

る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
既
存
の
指
標
が
各
段
階
で
民
主
主
義
を
適
切
に
操
作
化
し
測
定
し
て
い
る
か
体
系
的
に
評
価
し
）
10
（
た
。

　
民
主
主
義
指
標
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
方
法
論
的
研
究
は
、
指
標
の
作
成
者
や
利
用
者
に
と
っ
て
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
、
ボ
レ

ン
や
高
田
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
開
発
さ
れ
た
多
く
の
民
主
主
義
指
標
を
研
究
対
象
と
し
て
含
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
ム
ン
ク
ら
の
研

究
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
作
成
さ
れ
た
指
標
は
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
当
然
な
が
ら
近
年
発
表
さ
れ
た
指
標
が
評
価
の
対
象
に
含

ま
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
民
主
主
義
の
構
成
要
素
の
多
様
性
に
関
し
て
自
覚
し
て
い
た
も
の
の
詳
細
な
検
討
を
加

え
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
例
え
ば
、
民
主
主
義
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
「
競
争
」
を
表
す
具
体
的
な
デ
ー
タ
は
、
各
民
主
主
義
指

標
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
れ
ら
民
主
主
義
指
標
に
関
す
る
先
行
の
レ
ビ
ュ
ー
の
知
見
や
議
論
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
民
主
主
義
指
標
の
特
徴
や
問
題
点
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
先
行
の
レ
ビ
ュ
ー
が
議
論
し
て
な
い
既
存
指
標

の
問
題
点
や
新
た
な
指
標
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
稿
の
構
成
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、
民
主
主
義
指
標
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に
お
け
る
民
主
主
義
の
代
表
的
な
定
義
に
つ
い
て
論
じ
る
。
第
三
章
で
は
、
民
主
主
義
指
標
の
最
初
期
か
ら
現
在
ま
で
の
発
展
過
程
を
簡

単
に
論
じ
る
。
第
四
章
で
は
、
現
在
の
民
主
主
義
指
標
を
対
象
に
、
①
第
二
章
で
論
じ
る
代
表
的
な
定
義
の
な
か
で
の
民
主
主
義
概
念
の

相
違
点
、
②
民
主
主
義
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
多
様
性
、
③
指
標
の
尺
度
に
関
す
る
相
違
点
、
そ
し
て
、
④
政
治
学
に
お
い
て
最
も
使
用

さ
れ
て
い
る
民
主
主
義
指
標
で
あ
る
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
第
五
章
で
は
、
既
存
の
指
標
が
考
慮
し

て
い
な
い
民
主
主
義
の
構
成
要
素
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
指
標
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。

二
　
民
主
主
義
指
標
に
お
け
る
「
民
主
主
義
」
の
定
義

　
民
主
主
義
と
は
何
か
。
こ
れ
は
、
政
治
理
論
や
実
証
研
究
と
い
っ
た
分
野
を
問
わ
ず
、
民
主
主
義
を
研
究
対
象
と
す
る
場
合
に
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
初
の
問
い
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
依
拠
し
て
い
る
民
主
主
義
の
定
義
を
理
解
せ
ず
し
て
、
彼
ら
の

研
究
結
果
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
在
、
民
主
化
研
究
や
民
主
主
義
指
標
の
作
成
と
い
っ
た
実
証
研
究
に
お
い
て
一
つ
の

支
配
的
な
定
義
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
民
主
主
義
を
政
府
形
成
や
意
思
決
定
に
関
す
る
手
続
き
の
観
点
か
ら
捉
え
る
「
手
続
き
的
」

（procedural

）
定
義
で
あ
）
11
（
る
。
本
章
で
は
、
多
く
の
民
主
主
義
指
標
が
基
礎
と
し
て
い
る
こ
の
手
続
き
的
定
義
に
つ
い
て
簡
単
に
論
じ
る
。

　
民
主
主
義
指
標
の
作
成
者
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（J. Schum

peter

）
と
ダ
ー
ル
（R. D

ahl

）
と
い
う
二
人
の
研
究
者
の
定
義
を
参
照

す
る
こ
と
が
多
）
12
（
い
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
、
民
主
主
義
を
「
政
治
決
定
に
到
達
す
る
た
め
に
、
個
々
人
が
人
民
の
投
票
を
獲
得
す
る
た
め

の
競
争
的
闘
争
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
決
定
力
を
得
る
よ
う
な
制
度
的
装
置
で
あ
る
」
と
定
義
し
た
。
こ
の
定
義
で
は
、
民
主
主
義
と
政

治
的
帰
結
を
切
り
離
す
こ
と
で
、
民
主
主
義
に
お
い
て
も
道
徳
的
に
許
容
さ
れ
な
い
よ
う
な
結
果
が
生
じ
得
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い

る
。
ま
た
、
候
補
者
間
の
競
争
で
あ
る
「
選
挙
」
を
民
主
主
義
概
念
の
中
心
と
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
）
13
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
治
的

帰
結
を
含
め
な
い
手
続
き
の
観
点
か
ら
民
主
主
義
を
定
義
す
る
こ
と
で
、
民
主
主
義
と
政
治
的
帰
結
と
の
間
の
関
係
を
分
析
す
る
の
に
適



民主主義指標の現状と課題

107

し
た
民
主
主
義
概
念
を
導
出
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
）
14
（
る
。

　
ダ
ー
ル
は
、
民
主
主
義
を
「
市
民
の
要
求
に
対
し
、
政
府
が
政
治
的
に
公
平
に
、
つ
ね
に
責
任
を
も
っ
て
応
え
る
」
体
制
で
あ
る
と
定

義
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
民
主
主
義
は
、
政
府
に
対
し
て
反
対
や
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
「
公
的
異
議
申
立
て
」
ま
た
は
「
政
治

的
競
争
」
と
、
そ
の
異
議
を
唱
え
る
権
利
を
有
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
「
包
括
性
」
ま
た
は
「
参
加
」
と
い
う
二
次
元
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
）
15
（

る
。
ダ
ー
ル
の
定
義
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
と
同
様
、
市
民
の
異
議
を
表
現
す
る
政
党
間
の
政
治
的
競
争
を
中
心
に
据
え
る
だ
け
で
な

く
、
普
通
選
挙
権
と
い
う
「
参
加
」
の
次
元
を
明
確
に
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
ダ
ー
ル
と
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
民
主
主
義
概
念
に
は
わ
ず

か
な
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
鍵
と
な
る
要
素
は
政
治
的
意
思
決
定
を
行
う
政
府
を
樹
立
す
る
「
手
続
き
」
と
し
て
の
選
挙
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　
リ
プ
セ
ッ
ト
（S. Lipset

）
の
『
政
治
の
な
か
の
人
間
』
は
、
民
主
主
義
指
標
に
関
す
る
初
期
の
研
究
の
一
つ
で
あ
り
、
民
主
主
義
体

制
と
独
裁
体
制
の
分
類
を
行
っ
た
。
彼
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
定
義
に
依
拠
し
、「
定
期
的
に
為
政
者
を
交
替
さ
せ
る
憲
法
で
き
め
ら

れ
た
機
会
を
そ
な
え
て
い
る
政
治
体
制
と
し
て
、
ま
た
、
国
民
の
最
大
可
能
な
部
分
が
、
政
治
的
公
職
を
も
と
め
て
競
合
し
て
い
る
人
た

ち
の
中
か
ら
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
要
な
諸
決
定
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
社
会
機
構
」
と
し
て
民
主
主
義
を

定
義
し
）
16
（

た
。
ま
た
、
最
新
の
民
主
主
義
指
標
の
一
つ
を
作
成
し
た
メ
イ
ン
ウ
ォ
リ
ン
グ
（S. M

ainw
aring

）
ら
は
、
民
主
主
義
の
構
成
要

素
と
し
て
、
選
挙
や
参
政
権
、
政
治
的
権
利
、
そ
し
て
選
挙
で
選
ば
れ
た
政
府
の
実
効
支
配
を
挙
げ
て
い
）
17
（
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
選
挙
と
い
っ
た
手
続
き
の
観
点
か
ら
民
主
主
義
を
捉
え
な
い
「
非
手
続
き
的
」（nonprocedural

）
定
義
に
依
拠
す
る
民

主
主
義
指
標
も
存
在
す
）
18
（

る
。
そ
の
一
例
は
、
ボ
レ
ン
の
指
標
で
あ
る
。
ボ
レ
ン
は
、
民
主
主
義
を
「
エ
リ
ー
ト
の
政
治
権
力
が
最
小
化
さ

れ
、
非
エ
リ
ー
ト
の
政
治
権
力
が
最
大
化
さ
れ
る
程
度
」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
定
義
は
実
際
に
指
標
と
し
て
操
作

化
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
選
挙
や
報
道
の
自
由
な
ど
に
よ
っ
て
「
間
接
的
」
に
測
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、

彼
は
結
局
手
続
き
的
定
義
に
よ
っ
て
民
主
主
義
を
測
定
し
て
い
）
19
（
る
。
以
上
の
議
論
よ
り
、
分
析
で
用
い
ら
れ
る
べ
き
民
主
主
義
の
定
義
と
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し
て
、
選
挙
を
中
心
と
し
た
手
続
き
的
定
義
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

三
　
民
主
主
義
指
標
の
歴
史

―
そ
の
発
展
過
程
と
問
題
点

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
手
続
き
的
定
義
に
依
拠
す
る
民
主
主
義
概
念
を
操
作
化
し
た
民
主
主
義
指
標
は
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
発

展
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ボ
レ
ン
に
よ
る
と
、
民
主
主
義
指
標
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
、
八
〇
年
代
の
三

つ
の
期
間
に
分
か
れ
て
発
展
し
て
き
た
と
さ
れ
）
20
（

る
。
本
章
で
は
、
ボ
レ
ン
の
論
じ
た
三
つ
の
期
間
に
し
た
が
っ
て
、
初
期
の
民
主
主
義
指

標
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
な
お
、
九
〇
年
代
以
降
の
指
標
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
詳
し
く
論
じ
る
。

　
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
は
、
様
々
な
方
法
で
民
主
主
義
が
指
標
化
さ
れ
る
模
索
期
と
い
え
る
。
ラ
ー
ナ
ー
（D. Lerner

）
は
、

一
九
五
八
年
の
『
伝
統
社
会
の
趨
勢
』
に
お
い
て
、
民
主
主
義
を
表
す
変
数
と
し
て
投
票
率
を
使
用
し
）
21
（
た
。
こ
れ
に
対
し
、
リ
プ
セ
ッ
ト

は
、
一
九
五
九
年
に
発
表
し
た
「
民
主
主
義
の
い
く
つ
か
の
社
会
的
必
要
条
件
」
で
、
安
定
的
な
民
主
主
義
体
制
と
そ
う
で
な
い
政
治
体

制
を
分
類
し
た
。
彼
は
、
欧
州
お
よ
び
英
語
圏
で
は
安
定
し
た
民
主
主
義
諸
国
と
そ
う
で
は
な
い
諸
国
（
不
安
定
な
民
主
制
と
独
裁
体
制
）

に
、
そ
し
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
地
域
で
は
民
主
主
義
諸
国
お
よ
び
不
安
定
な
独
裁
体
制
と
安
定
的
な
独
裁
体
制
と
に
各
国
を
分
類
し
）
22
（

た
。

一
九
六
三
年
に
カ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（P. Cutright

）
が
発
表
し
た
「
国
家
の
政
治
的
発
展
」
で
は
、
一
九
四
〇
年
か
ら
六
〇
年
の
二
一
年
間

に
お
い
て
、
①
多
党
制
の
立
法
府
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
（
〇
か
ら
二
点
）、
②
行
政
府
が
選
挙
で
選
ば
れ
て
い
る
か
ど
う
か
（
〇
か

ら
一
点
）
の
合
計
得
点
が
ど
の
程
度
継
続
し
て
い
る
か
を
示
す
た
め
に
、
点
数
を
年
数
に
掛
け
る
こ
と
で
最
小
の
〇
点
か
ら
最
高
の
六
三

点
の
範
囲
の
民
主
主
義
指
標
を
作
成
し
）
23
（
た
。
こ
の
よ
う
に
、
最
初
期
に
作
成
さ
れ
た
民
主
主
義
指
標
は
、
量
的
変
数
や
分
類
、
民
主
主
義

の
継
続
年
数
な
ど
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
様
々
な
角
度
か
ら
民
主
主
義
の
測
定
が
試
み
ら
れ
た
。

　
七
〇
年
代
は
、
八
〇
年
代
以
降
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
民
主
主
義
指
標
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
指
標
が
作
成
さ
れ
た
重
要
な
時
期
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で
あ
）
24
（
る
。
先
述
の
と
お
り
、
全
て
の
民
主
主
義
指
標
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
ダ
ー
ル
の
『
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
』
が
発
表
さ
れ
た
の

も
こ
の
時
期
（
一
九
七
一
年
）
で
あ
る
。

　
一
九
七
二
年
に
発
表
さ
れ
た
フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ
ス
の
指
標
は
、
ガ
ス
テ
ィ
ル
（R. G

astil

）
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、
そ
の
後
継
グ
ル
ー

プ
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
な
が
ら
現
在
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
最
も
影
響
力
の
あ
る
民
主
主
義
指
標
の
一
つ
で
あ
）
25
（
る
。
本
指
標
は
、
民
主
主

義
を
直
接
指
標
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
自
由
」（freedom

）
を
対
象
と
し
て
お
り
、
政
治
参
加
や
選
挙
に
関
す
る
「
政
治
的
権
利
」

（political rights

）
と
報
道
や
表
現
、
結
社
の
自
由
と
い
っ
た
「
市
民
的
自
由
」（civil liberties

）
の
二
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
素
が
七
点
尺
度
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
二
要
素
を
平
均
し
た
後
に
、「
自
由
」（Free

）、「
部
分
的
自

由
」（Partly Free

）、「
非
自
由
」（N

ot Free

）
の
三
類
型
に
分
類
さ
れ
る
。

　
一
九
七
四
年
、
ガ
ー
（T. G

urr
）
が
発
表
し
た
「
一
八
〇
〇
年
か
ら
一
九
七
一
年
に
お
け
る
政
治
シ
ス
テ
ム
の
持
続
性
と
変
化
」
で
提

示
さ
れ
た
民
主
主
義
指
標
は
、
ポ
リ
テ
ィ
Ⅰ
（Polity I

）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
幾
度
か
の
修
正
を
経
て
ポ
リ
テ
ィ
Ⅳ

（Polity IV

）
と
し
て
現
在
ま
で
継
続
さ
れ
て
お
り
、
実
証
研
究
で
最
も
使
用
さ
れ
て
い
る
民
主
主
義
指
標
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
（
以
下
、

総
称
の
場
合
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
と
呼
ぶ
）。
ガ
ー
は
、
民
主
主
義
そ
れ
自
体
を
測
定
対
象
と
す
る
と
い
う
よ
り
も
、「
国
家
の
構
成
員
に
適

用
さ
れ
る
命
令
が
、
作
成
さ
れ
、
公
布
さ
れ
、
実
行
さ
れ
る
構
造
と
過
程
の
体
系
」
で
あ
る
「
権
力
パ
タ
ー
ン
」（authority pattern

）
を

測
定
し
て
い
）
26
（

る
。
ガ
ー
が
発
表
し
た
当
時
の
指
標
は
、
五
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
①
「
行
政
職
の
開
放
性
」、
②
「
行
政
府
の
長

に
対
す
る
意
思
決
定
の
制
約
」、
③
「
政
治
参
加
の
程
度
」、
④
「
命
令
―
政
府
の
支
配
の
範
囲
」、
⑤
「
中
央
集
権
」
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
順
序
尺
度
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
こ
の
五
つ
の
要
素
か
ら
権
力
パ
タ
ー
ン
の
異
な
る
三
つ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
程
度
を
算
出
す
る
。
す

な
わ
ち
、
市
民
の
政
治
参
加
が
容
認
さ
れ
多
元
的
な
権
力
が
制
度
化
さ
れ
た
民
主
主
義
、
独
占
的
な
権
力
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
権
威
主

義
、
そ
し
て
権
力
の
制
度
化
が
不
十
分
で
あ
る
「
ア
ノ
ク
ラ
シ
ー
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
指
標
が
民
主
主
義
体
制
や
権
威
主
義
体
制
と

い
っ
た
体
制
分
類
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
全
て
の
政
体
に
民
主
主
義
や
権
威
主
義
と
い
っ
た
特
徴
が
存
在
す
る
と
想
定
し
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て
い
る
点
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
一
つ
の
政
体
で
こ
れ
ら
三
つ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
を
測
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
九
七
〇
年
代
に
開
発
さ
れ
た
こ
の
二
つ
の
指
標
は
、
民
主
主
義
を
直
接
測
定
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
民
主
主
義

の
程
度
を
反
映
し
た
順
序
尺
度
と
し
て
多
く
の
計
量
分
析
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
指
標
が
、
民
主
主

義
に
関
係
す
る
実
証
研
究
の
発
展
に
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

　
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
は
、
民
主
主
義
の
「
程
度
」
を
測
定
し
た
指
標
だ
け
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
国
家

が
民
主
主
義
を
経
験
し
て
い
る
「
年
数
」
を
指
標
と
し
て
利
用
す
る
研
究
も
み
ら
れ
）
27
（

た
。
し
か
し
、
次
に
説
明
す
る
よ
う
な
理
由
か
ら
、

こ
の
種
の
指
標
は
、
フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ
ス
や
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
の
よ
う
に
多
く
の
研
究
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
八
〇

年
に
民
主
主
義
の
程
度
を
表
す
量
的
指
標
を
作
成
し
た
ボ
レ
ン
は
、
民
主
主
義
の
経
験
年
数
を
民
主
主
義
指
標
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を

何
度
も
批
判
し
た
。
民
主
主
義
の
経
験
年
数
と
い
う
概
念
の
な
か
に
は
、
民
主
主
義
と
政
治
的
安
定
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
概
念
が
混
在

し
て
い
る
た
め
、
当
該
指
標
を
独
立
変
数
と
し
て
分
析
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
指
標
の
影
響
が
、
民
主
主
義
の
影
響
な
の
か
体
制
の
安
定

性
の
結
果
な
の
か
、
明
確
に
は
区
別
で
き
な
）
28
（
い
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
レ
ン
の
主
張
以
降
、
手
続
き
的
定
義
に
も
と
づ
く
民
主
主
義
を
そ
の

経
験
年
数
の
観
点
か
ら
指
標
化
す
る
研
究
は
少
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
か
ら
六
〇
年
代
に
民
主
主
義
指
標
が
作
成
さ
れ
始
め
、
七
〇
年
代
に
は
二
つ
の
重
要
な
民
主
主
義
指
標

が
生
み
出
さ
れ
、
八
〇
年
代
で
は
民
主
主
義
を
経
験
し
た
年
数
を
民
主
主
義
指
標
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、

九
〇
年
代
か
ら
現
在
ま
で
に
開
発
さ
れ
た
民
主
主
義
指
標
は
、
ど
の
よ
う
な
傾
向
や
問
題
点
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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四
　
民
主
主
義
指
標
の
現
状
と
課
題

　
本
章
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
方
法
論
的
に
洗
練
さ
れ
発
展
し
て
き
た
民
主
主
義
指
標
に
関
し
て
、
①
定
義
、
②
構
成
要
素
、
③
尺

度
水
準
の
三
つ
の
観
点
か
ら
議
論
す
る
。
ま
た
、
現
在
最
も
使
用
さ
れ
て
い
る
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
こ
の
三
つ
の

観
点
に
沿
っ
て
紹
介
す
る
。

㈠
　「
最
大
限
主
義
的
」
定
義
対
「
最
小
限
主
義
的
」
定
義

　
先
述
の
と
お
り
、
選
挙
に
よ
る
政
府
の
形
成
と
い
う
手
続
き
の
観
点
か
ら
民
主
主
義
を
定
義
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
民
主
主
義
指
標

の
作
成
者
の
間
で
一
定
の
合
意
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
標
は
民
主
主
義
の
独
自
の
定
義
を
基
礎
と
し
て
い
る
。

こ
の
定
義
は
、「
最
大
限
主
義
的
」（m

axim
alist

）
定
義
と
「
最
小
限
主
義
的
」（m

inim
alist

）
定
義
と
に
分
け
ら
れ
）
29
（

る
。

　
特
に
、
最
大
限
主
義
的
定
義
に
は
問
題
が
多
い
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
測
定
す
る
概
念
に
は
本
来
含
ま
れ
な
い
要
素
や
そ
の
概
念

と
因
果
関
係
に
あ
る
よ
う
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ム
ン
ク
と
ヴ
ァ
ー
キ
ュ
イ
レ
ン
は
、
フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ
ス
の
指
標
に

お
け
る
「
市
民
的
自
由
」
の
定
義
に
は
、「
社
会
経
済
的
権
利
」
や
「
法
の
支
配
」、「
不
当
な
政
治
的
テ
ロ
や
投
獄
か
ら
の
自
由
」
と
い

っ
た
民
主
主
義
そ
れ
自
体
と
は
関
係
の
な
い
、
ま
た
は
民
主
主
義
と
相
関
関
係
や
因
果
関
係
に
あ
る
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
最
大

限
主
義
的
定
義
の
問
題
が
当
て
は
ま
る
と
指
摘
す
）
30
（

る
。
こ
の
最
大
限
主
義
的
定
義
の
問
題
は
、
他
の
指
標
に
も
当
て
は
ま
る
。
例
え
ば
、

ム
ン
ク
ら
は
見
落
と
し
て
い
る
も
の
の
、
ア
ラ
ー
ト
（Z. Arat

）
や
ハ
デ
ニ
ウ
ス
（A. H

adenius

）
は
、
彼
ら
の
民
主
主
義
概
念
の
構
成

要
素
で
あ
る
政
治
的
自
由
を
表
す
指
標
と
し
て
政
府
の
抑
圧
的
行
動
や
政
治
的
暴
力
を
利
用
し
て
い
）
31
（

る
。
分
析
的
に
有
効
な
概
念
と
し
て

扱
う
た
め
に
、
民
主
主
義
を
手
続
き
的
に
定
義
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
主
主
義
と
は
直
接
関
係
の
な
い
要
素
を
含
ん
で
い
る
最
大
限
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主
義
的
定
義
の
問
題
は
深
刻
で
あ
る
。
シ
ェ
ヴ
ォ
ー
ス
キ
ー
（A. Przew

orski

）
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、「
選
挙
に
よ
る
支
配
者
の
選

択
」
と
し
て
の
民
主
主
義
は
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
や
経
済
的
平
等
と
い
っ
た
望
ま
し
い
状
況
を
生
み
出
す
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の

た
め
、
こ
れ
ら
は
民
主
主
義
の
基
準
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
「
最
小
限
」
な
の
で
あ
）
32
（
る
。

　
最
小
限
主
義
的
定
義
を
用
い
る
際
に
も
注
意
す
べ
き
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
測
定
す
る
概
念
に
本
来
含
ま
れ
る
べ
き
構
成
要
素
が
含

ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ダ
ー
ル
の
二
次
元
で
あ
る
「
公
的
異
議
申
立
て
」
と
「
包
括
性
」
の
う
ち
、
選
挙
に
お
け
る
競
争

だ
け
を
測
定
し
て
い
る
シ
ェ
ヴ
ォ
ー
ス
キ
ー
ら
の
指
標
や
、
選
挙
や
情
報
の
多
元
性
と
い
っ
た
公
的
異
議
申
立
て
と
普
通
選
挙
権
と
い
う

包
括
性
の
二
次
元
を
測
定
し
な
が
ら
も
最
終
的
に
前
者
だ
け
を
指
標
と
し
て
用
い
た
コ
ペ
ッ
ジ
（M

. Coppedge

）
と
レ
イ
ニ
ッ
ケ
（W

. 

Reinicke

）
の
「
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
」
指
標
な
ど
は
、
最
小
限
主
義
的
定
義
の
問
題
が
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
）
33
（

る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
民
主
主
義
を
手
続
き
的
に
定
義
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
民
主
主
義
が
適
切
に
概
念
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
民
主
主
義
指
標
の
利
用
者
は
、
自
分
が
想
定
し
て
い
る
民
主
主
義
概
念
の
構
成
要
素
を
十
分
に
反
映
し
、
不
必
要
な
概
念

を
組
み
込
ん
で
い
な
い
指
標
を
利
用
す
る
よ
う
、
民
主
主
義
指
標
の
定
義
に
つ
い
て
注
意
深
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
）
34
（
る
。

㈡
　
構
成
要
素
の
多
様
性

　
同
じ
手
続
き
的
定
義
を
採
用
し
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
主
主
義
指
標
が
想
定
す
る
民
主
主
義
の
構
成
要
素
は
多
様
で
あ
る
。
先

述
の
よ
う
に
、
民
主
主
義
の
構
成
要
素
の
な
か
の
一
次
元
だ
け
に
注
目
し
て
い
る
指
標
や
二
次
元
を
想
定
し
て
い
る
指
標
、
さ
ら
に
は
民

主
主
義
概
念
と
は
無
関
係
の
要
素
を
組
み
込
む
指
標
な
ど
が
存
在
す
る
。
ム
ン
ク
と
ヴ
ァ
ー
キ
ュ
イ
レ
ン
は
、「
競
争
」
と
「
参
加
」
の

二
次
元
の
他
に
、
選
挙
を
通
じ
て
政
府
の
公
職
が
実
際
に
決
ま
る
こ
と
を
表
す
「
公
職
」（offices

）
や
選
挙
の
結
果
樹
立
さ
れ
た
政
府
が

実
際
に
権
力
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
「
選
出
さ
れ
た
議
員
の
議
題
設
定
能
力
」（agenda

―setting pow
er of elected officials

）
の
二
次
元

を
加
え
た
合
計
四
つ
の
構
成
要
素
が
民
主
主
義
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
想
定
す
）
35
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
構
成
要
素
の
多
様
性
に
つ
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い
て
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
同
じ
構
成
要
素
の
な
か
で
も
様
々
な
違
い
が
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で

は
、
同
じ
構
成
要
素
内
の
多
様
性
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
民
主
主
義
指
標
の
多
く
が
、
ダ
ー
ル
の
二
次
元
で
あ
る
「
公
的
異
議
申
立
て
」

（
ま
た
は
「
競
争
」）
と
「
包
括
性
」（
ま
た
は
「
参
加
」）
と
い
う
二
つ
の
構
成
要
素
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
か
）
36
（
ら
、
本
稿
で
は
、
こ
の
二

要
素
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
操
作
化
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

　
本
節
で
議
論
す
る
民
主
主
義
指
標
は
、
ア
ラ
ー
ト
のArat

指
）
37
（
標
、
コ
ペ
ッ
ジ
と
レ
イ
ニ
ッ
ケ
の
Ｃ
）
38
（
Ｒ
、
フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ
ス
の
指
標

（
以
下
、
Ｆ
）
39
（

Ｈ
）、
ガ
シ
オ
ロ
ウ
ス
キ
ー
（M

. G
asiorow

ski

）
お
よ
び
彼
の
指
標
を
拡
張
し
た
レ
イ
ヒ
（G. Reich

）
の
Ｐ

）
40
（Ｒ
Ｃ
、
ハ
デ
ニ
ウ

ス
のH

adenius

指
）
41
（
標
、
メ
イ
ン
ウ
ォ
リ
ン
グ
ら
の
Ｍ

）
42
（Ｂ
Ｐ
、
ム
ー
ン
（B. M

oon

）
ら
の
Ｐ
Ｅ
Ｐ
）
43
（
Ｓ
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
（
以
下
、

Polity I

）
44
（V

）、
チ
ェ
イ
バ
ブ
（J. Cheibub
）
ら
が
シ
ェ
ヴ
ォ
ー
ス
キ
ー
ら
の
指
標
を
拡
張
し
て
作
成
し
た
Ｐ

）
45
（

Ａ
Ｃ
Ｌ
、
そ
し
て
ヴ
ァ
ン
ハ

ネ
ン
（T. Vanhanen

）
のVanhanen
指
）
46
（
標
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
で
は
指
標
を
指
す
際
に
通
称
ま
た
は
略
称
を
用
い
る
。

　
ま
ず
、
ダ
ー
ル
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
「
公
的
異
議
申
立
て
」
は
、
自
由
で
公
正
な
選
挙
を
通
じ
て
の
候
補
者
間
ま
た
は
政
党
間

の
競
争
と
、
表
現
の
自
由
や
情
報
の
多
元
性
と
い
っ
た
政
治
的
自
由
と
い
う
二
つ
の
下
位
要
素
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
さ
れ
）
47
（
る
。

し
か
し
、
一
部
の
指
標
は
、
そ
の
民
主
主
義
概
念
に
お
い
て
、
選
挙
に
よ
る
政
治
的
「
競
争
」
と
政
治
的
「
自
由
」
と
を
独
立
し
た
要
素

と
し
て
捉
え
て
い
）
48
（
る
。
本
稿
で
は
、
ダ
ー
ル
に
倣
い
、「
競
争
」
と
「
自
由
」
を
「
公
的
異
議
申
立
て
」
と
い
う
一
つ
の
構
成
要
素
と
し

て
考
え
る
。
既
存
指
標
の
「
公
的
異
議
申
立
て
」
概
念
は
、
次
の
異
な
る
五
つ
の
下
位
要
素
を
元
に
操
作
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

①
自
由
選
挙
・
複
数
政
党
制
、
②
自
由
で
公
正
な
選
挙
、
③
最
大
政
党
の
獲
得
票
数
や
議
席
数
、
④
政
権
交
代
、
⑤
政
治
的
自
由
で
あ
る
。

　
第
一
の
自
由
選
挙
・
複
数
政
党
制
と
は
、
選
挙
に
お
い
て
、
有
権
者
が
複
数
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら
自
分
の
選
好
に
合
っ
た
候
補
者
や

政
党
を
選
択
し
投
票
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
議
会
で
は
二
つ
以
上
の
政
党
が
政
策
に
関
し
て
議
論
す
る
。

こ
の
特
徴
に
依
拠
し
て
い
る
指
標
は
、Arat

、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｌ
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
、Polity IV
の
四
指
標
で
あ
）
49
（
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
の
下
位
要
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素
は
、
選
挙
に
お
け
る
複
数
の
選
択
肢
の
存
在
だ
け
で
な
く
、
脅
迫
や
不
正
を
認
め
な
い
公
正
さ
を
要
求
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
由
で

公
正
な
選
挙
と
い
う
下
位
要
素
を
重
視
す
る
指
標
は
、
Ｃ
Ｒ
、
Ｆ
Ｈ
、H

adenius

、
Ｍ
Ｂ
Ｐ
、
Ｐ
Ｒ
Ｃ
の
五
指
標
で
あ
）
50
（

る
。
第
三
に
、

選
挙
の
結
果
、
複
数
の
政
党
が
活
動
す
る
議
会
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
民
主
主
義
の
一
つ
の
明
確
な
基
準
と
し
て
い
る
指
標
が
あ
る

（Arat

や
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｌ
、Vanhanen

）。
こ
れ
は
、
最
大
政
党
の
獲
得
票
数
や
議
席
数
を
数
え
る
こ
と
で
判
断
さ
れ
）
51
（
る
。
第
四
に
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｌ
は
、

選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
同
じ
与
党
ま
た
は
政
治
指
導
者
が
長
期
に
渡
っ
て
政
府
を
支
配
し
続
け
て
い
る
場
合
、
そ
の
後
の
選
挙
に
よ
っ

て
政
権
交
代
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
民
主
主
義
の
一
つ
の
基
準
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
五
五
年
体
制
の
よ
う
に
、
選
挙
が

あ
り
な
が
ら
一
つ
の
政
党
が
政
権
を
支
配
し
続
け
た
と
し
て
も
、
選
挙
で
政
権
が
交
代
し
た
場
合
、
そ
れ
以
前
の
期
間
も
全
て
民
主
的
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
五
五
年
体
制
が
崩
壊
す
る
一
九
九
三
年
以
前
の
日
本
も
民
主
主
義
国
家
と
な
）
52
（
る
。
最
後
に
、
多
く
の

指
標
が
、
組
織
や
表
現
の
自
由
、
情
報
の
多
元
性
、
政
府
の
抑
圧
か
ら
の
自
由
な
ど
を
「
公
的
異
議
申
立
て
」
の
下
位
要
素
の
一
つ
と
し

て
い
る
（Arat

、
Ｃ
Ｒ
、
Ｆ
Ｈ
、H

adenius
、
Ｍ
Ｂ
Ｐ
、
Ｐ

）
53
（Ｒ
Ｃ
）。

　
こ
の
よ
う
に
、「
公
的
異
議
申
立
て
」
と
い
う
一
つ
の
概
念
に
関
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
標
で
そ
の
捉
え
方
が
違
う
た
め
、
そ
れ
を

構
成
す
る
政
治
的
競
争
や
政
治
的
自
由
が
意
味
す
る
民
主
主
義
の
下
位
要
素
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
ダ
ー
ル
の
も
う
一
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
包
括
性
」
と
は
、
選
挙
権
や
政
治
的
自
由
を
有
す
る
「
比
率
」
を
意
味
す
）
54
（

る
。
こ

の
要
素
は
、
①
普
通
選
挙
権
、
②
投
票
率
、
③
票
の
等
価
性
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
下
位
要
素
に
よ
っ
て
操
作
化
さ
れ
る
。
第
一
の
普
通

選
挙
権
と
い
う
下
位
要
素
は
、
選
挙
に
お
い
て
人
種
や
性
別
、
財
産
、
教
育
水
準
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
国
家
を
構
成

す
る
全
て
の
成
人
が
選
挙
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
民
主
主
義
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
選
挙
権
を
有
す
る
市
民
が
多
く
な
る
ほ
ど
、「
包
括
性
」
の
水
準
も
高
く
な
る
。
こ
の
普
通
選
挙
権
と
い
う
特
徴
を
「
包
括
性
」
の

基
準
と
し
て
い
る
民
主
主
義
指
標
は
、Arat

、
Ｆ
Ｈ
、H

adenius

、
Ｍ
Ｂ
Ｐ
、
Ｐ
Ｒ
Ｃ
の
五
指
標
で
あ
）
55
（

る
。
こ
れ
に
対
し
、
普
通
選
挙
権

を
保
障
す
る
だ
け
で
は
民
主
主
義
を
達
成
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
研
究
が
あ
る
（
Ｐ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
とVanhanen

）。
投
票
権
を
実
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際
に
行
使
す
る
市
民
の
割

合
が
少
な
け
れ
ば
、
一
部

の
市
民
の
選
好
の
み
が
反

映
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
市
民
が
参
加
す
る
権
利

0

0

を
有
す
る
こ
と
だ
け
で
は

十
分
で
は
な
い
。
民
主
主

義
を
有
意
義
な
も
の
と
し
、

他
の
統
治
シ
ス
テ
ム
か
ら

区
別
す
る
た
め
に
は
、
市

民
が
能
動
的
に
そ
の
権
利

を
行
使

0

0

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」（
傍
点
、
原
著
）
56
（

者
）。

そ
こ
で
、
市
民
が
実
際
に

選
挙
に
参
加
し
た
権
利
を

表
す
投
票
率
を
「
包
括

性
」
の
指
標
と
し
て
用
い

る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、

民
主
主
義
の
理
念
と
し
て

表１　構成要素の多様性

ダールの二次元
他の構成要素

公的異議申立て（競争） 包括性（参加）

Arat 自由選挙・複数政党制
最大政党の得票数・議席数
政治的自由

普通選挙権 議題設定能力

CR 自由で公正な選挙
政治的自由

なし なし

FH 自由で公正な選挙
政治的自由

普通選挙権
票の等価性

議題設定能力
アカウンタビリティー
学問の自由
法の支配など

Hadenius 自由で公正な選挙
政治的自由

普通選挙権 議題設定能力

MBP 自由で公正な選挙
政治的自由

普通選挙権 議題設定能力

PACL 自由選挙・複数政党制
最大政党の得票数・議席数
政権交代

なし なし

PEPS 複数政党の選挙 投票率 議題設定能力

Polity IV 複数政党の選挙 なし 議題設定能力

PRC 自由で公正な選挙
政治的自由

普通選挙権 なし

Vanhanen 最大政党の得票数・議席数 投票率 なし

出 典：筆者作成。なお、一部の指標の議題設定能力については、Gerardo L. Munck and Jay 
Verkuilen, “Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices,” 
Comparative Political Studies, Vol. 35, No. 1 （February 2002）, p. 10 の Table 3 および p. 28 の 
Table 4 を参考にした。

注）指標の略称については本節を参照。
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市
民
の
権
利
は
等
価
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
市
民
が
投
じ
る
票
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
票
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
57
（
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
市
民

の
一
票
が
他
の
市
民
の
二
票
分
の
価
値
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
民
主
主
義
の
下
位
要
素
を
明
示
的
に
組
み
込
ん
で
い
る
指
標
は
、

Ｆ
Ｈ
で
あ
）
58
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
包
括
性
」
に
関
し
て
も
「
公
的
異
議
申
立
て
」
と
同
様
、
様
々
な
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に 

な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
民
主
主
義
指
標
を
構
成
す
る
一
つ
の
同
じ
要
素
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
操
作
化
の
段
階
で
は
全
く
異
な
る
下
位
要
素
が

利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
も
様
々
で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｌ
は
、
政
治
的
自
由
自
体
は

民
主
主
義
を
定
義
す
る
も
の
で
は
な
く
、
制
限
さ
れ
た
選
挙
権
し
か
保
障
さ
れ
て
い
な
い
国
家
で
あ
っ
て
も
多
様
な
選
好
が
反
映
さ
れ
得

る
と
し
て
、
複
数
政
党
に
よ
る
選
挙
を
通
じ
た
政
権
交
代
の
み
に
よ
っ
て
民
主
主
義
が
達
成
さ
れ
る
と
想
定
し
て
い
）
59
（
る
。
こ
れ
に
対
し
、

民
主
主
義
体
制
で
は
、
自
由
で
公
正
な
選
挙
が
実
施
さ
れ
政
治
的
自
由
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
全
成
人
が
選
挙
権
を
有
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
指
標
も
多
い
（
例
え
ば
、
Ｍ
Ｂ
Ｐ
な
）
60
（
ど
）。
つ
ま
り
、
表
１
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
各
指
標
が
、
同
じ
手
続

き
的
定
義
と
民
主
主
義
の
構
成
次
元
を
基
礎
と
し
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の
測
定
し
て
い
る
内
容
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

㈢
　「
類
型
」
対
「
程
度
」

　
民
主
主
義
の
測
定
に
関
し
て
は
、
そ
の
定
義
や
構
成
要
素
だ
け
で
な
く
、
数
値
の
割
り
当
て
方
法
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
て
き
た
。
民

主
主
義
は
、
二
値
な
の
か
三
値
な
の
か
、
そ
れ
と
も
程
度
な
の
か
。
本
節
で
は
、
測
定
に
お
け
る
数
値
の
割
り
当
て
ル
ー
ル
の
分
類
で
あ

る
尺
度
水
準
に
つ
い
て
議
論
し
た
後
、
既
存
の
民
主
主
義
指
標
の
採
用
し
て
い
る
尺
度
水
準
に
つ
い
て
議
論
す
る
。

　
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
（S. Stevens

）
は
、
数
値
の
割
り
当
て
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
尺
度
を
名
義
尺
度
、
順
序
尺
度
、
間
隔
尺
度
、
比
率

尺
度
の
四
つ
に
分
類
す
る
尺
度
水
準
を
提
示
し
た
。
ま
ず
、
名
義
尺
度
の
割
り
当
て
た
数
値
そ
れ
自
体
に
は
意
味
が
な
い
。
そ
の
数
値
は
、

サ
ン
プ
ル
を
分
類
す
る
た
め
だ
け
に
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
男
性
に
一
、
女
性
に
〇
を
割
り
当
て
る
変
数
は
名
義
尺
度
で
あ
る
。
次
に
、
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数
値
の
順
序
に
は
意
味
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
差
は
等
間
隔
で
は
な
い
尺
度
が
順
序
尺
度
で
あ
る
。
例
え
ば
、
競
技
に
お
け
る
順
位
や
、

心
理
学
や
政
治
学
の
質
問
調
査
で
「
一
、
ほ
と
ん
ど
な
い
」、「
二
、
少
な
い
」、「
三
、
普
通
」、「
四
、
多
い
」、「
五
、
非
常
に
多
い
」
と

い
う
五
段
階
評
価
の
か
た
ち
で
尋
ね
ら
れ
る
回
答
項
目
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
競
技
で
の
一
位
・
二
位
と
二
位
・
三
位
の
差
は

選
手
に
よ
っ
て
異
な
る
。
ま
た
、
質
問
の
回
答
者
に
よ
っ
て
、
各
項
目
の
差
は
異
な
る
。
第
三
の
間
隔
尺
度
は
、
数
値
の
間
隔
が
等
し
い

尺
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
尺
度
の
〇
は
、
絶
対
的
な
意
味
を
も
た
な
い
の
で
恣
意
的
な
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
代
表
例
と
し

て
温
度
が
挙
げ
ら
れ
る
。
温
度
計
の
示
す
数
値
の
間
隔
は
一
定
で
あ
る
が
、
摂
氏
零
度
も
あ
れ
ば
華
氏
零
度
も
あ
る
。
最
後
に
、
数
値
の

間
隔
は
等
し
く
「『
真
の
』
零
点
」
が
存
在
す
る
の
が
比
率
尺
度
で
あ
る
。
例
え
ば
、
長
さ
の
単
位
や
時
間
な
ど
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
）
61
（

る
。

　
そ
れ
で
は
、
既
存
の
民
主
主
義
指
標
は
、
ど
の
よ
う
な
尺
度
水
準
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
ま
ず
既
存
指
標
に
お
い
て
、
民
主
主
義
が
ど
の
よ
う
な
値
を
有
す
る
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
民
主
主
義
は
、
主
に
二
値
、
三
値
、
そ
し
て
程
度
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
第
一
に
、
民
主
主

義
と
は
、
民
主
主
義
か
そ
う
で
な
い
か
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
と
非
民
主
主
義
の
二
分
法
で
あ
る
と
し
て
、
民
主
主
義
を
一
、
非
民
主
主

義
を
〇
と
操
作
化
す
る
指
標
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
例
と
し
て
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｌ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
シ
ェ
ヴ
ォ
ー
ス
キ
ー
ら
に
よ
る
と
、
妊
娠
し

て
い
る
状
態
と
そ
う
で
な
い
状
態
以
外
は
存
在
し
な
い
の
と
同
様
、
民
主
主
義
と
非
民
主
主
義
以
外
の
状
態
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、

妊
娠
し
て
か
ら
出
産
す
る
ま
で
の
期
間
、
妊
娠
の
程
度
は
進
ん
で
い
く
が
半
妊
娠
と
い
う
状
態
は
存
在
し
な
い
。
同
様
に
、「
よ
り
進
ん

で
い
る
民
主
主
義
と
そ
う
で
は
な
い
民
主
主
義
は
あ
り
得
る
が
、
半
民
主
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」。
ま
た
、
二
値
変
数

の
ほ
う
が
多
く
の
順
序
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
有
す
る
多
値
的
な
変
数
に
比
べ
測
定
誤
差
が
少
な
い
と
し
て
、
民
主
主
義
を
二
値
変
数
と
し
て
捉

え
る
必
要
性
を
説
い
て
い
）
62
（
る
。

　
だ
が
、
民
主
主
義
を
二
分
法
で
分
類
す
る
指
標
に
対
し
て
は
多
く
の
批
判
が
あ
る
。
Ｐ
Ｒ
Ｃ
や
Ｍ
Ｂ
Ｐ
な
ど
の
指
標
は
、
政
治
的
競
争

や
政
治
参
加
、
そ
し
て
政
治
的
自
由
が
市
民
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
て
い
る
民
主
主
義
体
制
と
そ
れ
ら
が
ほ
と
ん
ど
ま
た
は
完
全
に
欠
如
し
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て
い
る
権
威
主
義
体
制
と
の
間
の
中
間
的
な
体
制
を
測
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
競
争
や
参
加
、
そ
し
て
自
由
が
欠
如
し
て
は
い
な
い
が

制
限
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
半
民
主
制
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
）
63
（

る
。
実
際
、
既
存
の
民
主
主
義
や
権
威
主
義
の
類
型
に
当
て
は
ま
ら
な
い

政
治
体
制
が
存
在
す
る
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
新
興
民
主
主
義
諸
国
の
多
く
は
、
議
会
や
司
法
の
権
力
が
弱
く
、
そ
れ
ら
を
無
視
で
き

る
ほ
ど
個
人
主
義
的
で
強
大
な
政
治
権
力
を
大
統
領
に
集
中
さ
せ
る
よ
う
な
権
威
主
義
的
特
徴
を
も
つ
「
委
任
型
民
主
主
義
」

（delegative dem
ocracy

）
で
あ
る
と
さ
れ
）
64
（

る
。
こ
の
民
主
主
義
、
半
民
主
主
義
、
権
威
主
義
を
分
類
す
る
た
め
に
、
三
、
二
、
一
と
い
っ

た
数
値
が
割
り
当
て
ら
れ
）
65
（
る
。

　
ま
た
、
民
主
主
義
か
否
か
と
い
う
二
分
法
的
な
捉
え
方
に
対
し
、
民
主
主
義
は
連
続
的
な
概
念
で
あ
り
「
程
度
の
問
）
66
（

題
」
で
あ
る
と
考

え
る
研
究
も
多
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
国
の
民
主
主
義
の
程
度
は
、
他
の
国
よ
り
も
高
い
（
ま
た
は
低
い
）
と
考
え
る
。
ま
た
、
二
分
法
は
、

「
民
主
主
義
の
程
度
が
大
き
く
異
な
る
国
家
を
一
括
り
に
し
」、
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
し
て
し
ま
う
恐
れ
か
ら
方
法
論
的
に
も
連
続
的
な
変
数

と
し
て
民
主
主
義
を
操
作
化
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
）
67
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
標
の
作
成
者
は
、
あ
る
基
準
に
沿
っ
て
当
該
国
家
に
対
し
て

数
値
を
割
り
当
て
た
り
、
投
票
率
と
い
っ
た
客
観
的
な
数
値
を
用
い
て
民
主
主
義
の
程
度
を
区
別
し
た
り
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
既
存
の
民
主
主
義
指
標
は
、
民
主
主
義
を
二
値
的
、
三
値
的
、
ま
た
は
連
続
的
概
念
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
想
定
し

て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
に
数
値
を
割
り
当
て
る
際
に
、
ど
の
尺
度
水
準
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
民
主
主
義
を
二
値
と
し
て
操
作
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
民
主
主
義
と
非
民
主
主
義
と
い
う
類
型
に
対
し
て
ラ
ベ
ル
と
し
て
の

意
味
し
か
も
た
な
い
数
値
を
割
り
当
て
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
主
主
義
の
二
値
変
数
は
名
義
尺
度
と
な
る
。
次
に
、
民
主
主

義
を
三
値
と
し
て
得
点
化
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
、
半
民
主
制
、
権
威
主
義
と
い
う
三
類
型
に
し
た
が
っ
て
国
家
を
分
類
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
定
義
で
は
、
三
値
変
数
は
名
義
尺
度
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
権
威
主
義
か
ら
民
主
主
義
に
か
け

て
一
か
ら
三
点
を
割
り
当
て
た
場
合
、
各
点
数
の
間
隔
は
一
定
で
は
な
い
も
の
の
、
数
値
が
上
昇
す
る
に
し
た
が
っ
て
民
主
主
義
の
程
度

が
高
く
な
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
合
の
三
値
変
数
は
順
序
尺
度
と
い
え
よ
う
。
実
際
、
ガ
シ
オ
ロ
ウ
ス
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キ
ー
は
、
こ
の
三
点
尺
度
の
民
主
主
義
指
標
と
他
の
民
主
主
義
指
標
と
の
間
の
相
関
関
係
を
分
析
し
て
い
）
68
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の

民
主
主
義
指
標
は
、
順
序
尺
度
に
近
い
名
義
尺
度
（
ま
た
は
そ
の
逆
）
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
民
主
主
義
を
二
値
と
し
て
扱
う
指
標
は
名
義
尺
度
、
三
値
と
し
て
扱
う
指
標
は
名
義
尺
度
ま
た
は
順
序
尺
度
と
い
っ
た

よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
決
ま
っ
た
尺
度
水
準
が
対
応
し
て
い
る
。
だ
が
、
民
主
主
義
を
程
度
と
し
て
捉
え
る
指
標
の
尺
度
水
準
は
多
様
で
あ

る
。
ま
ず
、
民
主
主
義
の
構
成
要
素
そ
れ
ぞ
れ
に
順
序
得
点
を
割
り
当
て
た
後
、
そ
れ
ら
を
集
約
し
て
一
つ
の
民
主
主
義
指
標
を
作
成
す

る
方
法
が
あ
る
（
Ｃ
Ｒ
や
Ｆ
Ｈ
、Polity IV

）。
例
え
ば
、
Ｃ
Ｒ
の
場
合
、
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
自
由
で
公
正
な
選
挙
を
測
定
す
る
際
、

対
象
国
が
「
一
、
重
大
な
ま
た
は
常
態
化
し
た
不
正
や
抑
圧
の
な
い
選
挙
」、「
二
、
あ
る
程
度
の
不
正
や
抑
圧
を
伴
う
選
挙
」、
ま
た
は

「
三
、
意
味
の
な
い
選
挙
―
候
補
者
や
政
党
の
選
択
肢
が
な
い
選
挙
、
ま
た
は
選
挙
が
な
い
」
の
ど
れ
に
当
て
は
ま
る
か
に
よ
っ
て
得
点

が
異
な
る
順
序
尺
度
が
用
い
ら
れ
て
い
）
69
（

る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
指
標
は
、
計
量
分
析
で
は
間
隔
尺
度
や
比
率
尺
度
と
同
じ
量
的
変
数
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
た
）
70
（
め
、
そ
の
尺
度
は
、
間
隔
尺
度
や
比
率
尺
度
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
順
序
尺
度
と
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
、
ヴ
ァ
ン
ハ
ネ
ン
は
、
最
大
政
党
以
外
の
獲
得
票
数
（
ま
た
は
議
席
数
）
や
投
票
率
と
い
う
客
観
的
な
デ
ー
タ
を
用
い
て
民
主
主

義
の
程
度
を
測
定
し
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
両
要
素
を
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
で
一
つ
の
民
主
主
義
指
標
を
作
成
し
て
い
）
71
（
る
。
ま
た
、
ヴ
リ

ー
ラ
ン
ド
（J. Vreeland

）
は
、
民
主
主
義
を
「
重
要
な
政
府
の
公
職
が
競
争
的
な
選
挙
を
通
じ
て
充
て
ら
れ
る
確
率

0

0

」（
傍
点
、
原
著

者
）
と
考
え
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｌ
を
従
属
変
数
と
し
た
プ
ロ
ビ
ッ
ト
分
析
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
民
主
主
義
に
な
る
確
率
を
推
定
し
、
そ
の
値
を

民
主
主
義
指
標
と
し
て
利
用
し
て
い
る
（
以
下
、Vreeland

指
）
72
（

標
）。
投
票
率
や
確
率
に
は
絶
対
的
な
零
点
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、

Vanhanen

指
標
とVreeland

指
標
は
比
率
尺
度
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
最
後
に
、
順
序
尺
度
と
比
率
尺
度
が
混
合
し
た
民
主
主
義
指
標
と
し
て
、Arat

やH
adenius

、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
三
指
標
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
、
構
成
要
素
を
変
数
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
構
成
要
素
に
よ
っ
て
異
な
る
尺
度
水
準
の
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
い
る
。Arat

指
標
で
は
、
一
方
で
、
行
政
府
や
立
法
府
の
選
挙
に
つ
い
て
順
序
尺
度
を
用
い
て
い
る
。
他
方
で
、
騒
乱
に
対
す
る
制
裁
の
数
を
回
帰
分
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析
に
よ
っ
て
推
定
し
、
そ
の
推
定
値
と
実
測
値
と
の
差
を
市
民
的
自
由
の
値
と
し
て
採

用
し
て
い
）
73
（

る
。
ま
た
、H

adenius

指
標
で
は
、
選
挙
に
お
け
る
公
正
さ
や
政
治
的
自

由
に
関
し
て
は
順
序
尺
度
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
普
通
選
挙
権
に
関
し
て
は
選
挙
権

を
有
す
る
市
民
の
割
合
を
選
挙
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
議
席
の
割
合
で
掛
け
た
数
値
が

利
用
さ
れ
て
い
）
74
（

る
。
そ
し
て
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
は
、
順
序
尺
度
で
あ
る
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア

と
比
率
尺
度
で
あ
る
投
票
率
で
構
成
さ
れ
て
い
）
75
（
る
。

　
図
１
の
よ
う
に
、
既
存
指
標
の
尺
度
水
準
は
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
の
た
め
、
多
様
な

尺
度
水
準
の
な
か
か
ら
適
切
な
も
の
を
選
択
す
る
こ
と
も
作
成
者
や
利
用
者
に
と
っ
て

重
要
な
課
題
と
い
え
る
。

㈣
　
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
に
対
す
る
批
判

　
こ
こ
ま
で
、
九
〇
年
代
以
降
作
成
さ
れ
た
民
主
主
義
指
標
に
つ
い
て
、
①
定
義
、
②

構
成
要
素
、
③
尺
度
水
準
の
三
つ
の
観
点
か
ら
概
観
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
か

ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
こ
の
三
つ
の
点
で
民
主
主
義
指
標
は
多
様
で
あ
る
。
そ
の
な

か
で
最
も
使
用
さ
れ
て
い
る
指
標
の
一
つ
が
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
で
あ
る
。
ポ
リ
テ

ィ
・
ス
コ
ア
は
、
一
八
〇
〇
年
か
ら
現
代
ま
で
の
各
国
の
民
主
主
義
の
程
度
を
測
定
し

た
大
規
模
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
で
、
非
常
に
多
く
の
サ
ン
プ
ル
を
含
ん
だ
計
量
分
析
を
可
能

と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
指
標
に
対
し
て
は
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
数

多
く
の
研
究
で
使
用
さ
れ
て
い
な
が
ら
問
題
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ポ
リ
テ
ィ
・

程度二値

名義 順序 間隔・比率

三値
混合

CR
Polity IV
FH

PACL PRC 
MBP 

Arat
Hadenius
PEPS

Vanhanen
Vreeland

間隔・比率尺度
として扱われる

図１　民主主義指標と尺度水準

出典：筆者作成。
注）指標の略称は、第四章第二節のものである。
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ス
コ
ア
を
利
用
し
た
分
析
結
果
に
対
し
て
も
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
の
問
題
点
を
、
前

節
ま
で
の
定
義
、
構
成
要
素
、
そ
し
て
尺
度
水
準
の
観
点
か
ら
議
論
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
よ
り
妥
当
な
民
主
主
義
指
標
の
作
成
に
関
す

る
示
唆
が
得
ら
れ
る
と
と
も
に
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
を
変
数
と
し
て
選
択
す
る
際
の
注
意
点
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
の
最
新
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
るPolity IV

の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
方
法
に
つ
い
て
簡
単
に
論
じ
る
。Polity 

IV

は
、
〇
か
ら
一
〇
点
ま
で
の
値
を
と
る
民
主
主
義
ス
コ
ア
と
権
威
主
義
ス
コ
ア
か
ら
構
成
さ
れ
、
前
者
か
ら
後
者
を
引
い
た
マ
イ
ナ

ス
一
〇
点
か
ら
プ
ラ
ス
一
〇
点
の
二
一
点
尺
度
で
あ
る
。Polity IV

で
定
義
さ
れ
る
民
主
主
義
は
、「
市
民
が
他
の
政
策
や
指
導
者
に
関

す
る
有
効
な
選
好
を
表
明
で
き
る
よ
う
な
制
度
や
手
続
き
の
存
在
」、「
行
政
府
の
権
力
行
使
に
対
す
る
制
度
的
制
約
の
存
在
」、
そ
し
て
、

「
日
常
生
活
や
政
治
参
加
に
お
け
る
全
市
民
へ
の
市
民
的
自
由
の
保
障
」
を
必
要
と
す
る
。
権
威
主
義
は
、
こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
と
は

対
置
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
民
主
主
義
ス
コ
ア
と
権
威
主
義
ス
コ
ア
か
ら
な
る
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
は
、
五
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
、
競
争
性
の
低
い
世
襲
な
ど
か
ら
競
争
性
の
高
い
選
挙
ま
で
を
測
定
す
る
「
行
政
府
の
採
用
の
競
争
性
」、
行
政
府
へ
の
採
用

が
開
か
れ
て
い
る
程
度
を
表
す
「
行
政
府
の
採
用
の
開
放
性
」、
行
政
府
の
意
思
決
定
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
制
約
が
あ
る
か
を
表
す

「
行
政
府
の
制
約
」、
政
治
参
加
に
対
し
て
一
定
の
規
則
が
あ
る
か
を
表
す
「
参
加
の
規
則
」、
そ
し
て
政
治
的
に
競
争
力
の
あ
る
集
団
が

政
治
に
参
加
し
て
い
る
程
度
を
意
味
す
る
「
参
加
の
競
争
性
」
で
あ
）
76
（

る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
の
問
題
点
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
の
民

主
主
義
の
定
義
は
、
ダ
ー
ル
の
二
次
元
か
ら
構
成
さ
れ
る
手
続
き
的
定
義
で
あ
り
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の

定
義
と
指
標
と
の
間
に
は
乖
離
が
あ
る
。
第
一
に
、「
包
括
性
」、
つ
ま
り
政
治
参
加
に
つ
い
て
は
、
参
加
の
「
競
争
」
的
側
面
は
含
ま
れ

て
い
る
も
の
の
、
政
治
参
加
の
権
利
の
保
障
自
体
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
実
際
、
一
八
四
八
年
以
来
一
〇
点
と
い
う
最
高
得
点
を
獲
得
し

続
け
て
い
る
ス
イ
ス
は
、
一
九
七
一
年
ま
で
女
性
参
政
権
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
）
77
（

た
。
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
は
、
測
定
の
段
階
で
多
様

な
構
成
要
素
を
有
し
て
い
な
が
ら
最
小
限
主
義
的
定
義
の
問
題
に
陥
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
の
定
義
に
は
市
民
的
自
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由
と
い
う
構
成
要
素
が
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
測
定
さ
れ
て
い
な
）
78
（

い
。
第
三
に
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ

ア
の
値
は
、
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
「
行
政
府
の
制

約
」
と
高
い
相
関
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

本
指
標
の
民
主
主
義
は
、「
行
政
府
の
制
約
」
と
い
う

要
素
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
当
該
要
素
し
か
測
定
し

て
い
な
い
と
い
え
）
79
（

る
。
第
四
に
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア

は
最
大
限
主
義
的
定
義
の
問
題
に
も
陥
っ
て
い
る
。
内

戦
研
究
で
は
、
民
主
主
義
体
制
と
権
威
主
義
体
制
と
の

間
の
半
民
主
制
に
お
い
て
内
戦
の
発
生
確
率
が
最
も
高

く
な
る
と
い
う
仮
説
・
知
見
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
）
80
（

た
。

し
か
し
、
ヴ
リ
ー
ラ
ン
ド
は
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
の

構
成
要
素
で
あ
る
「
参
加
の
規
則
」
と
「
参
加
の
競
争

性
」
の
中
間
値
の
定
義
に
は
政
治
的
暴
力
が
含
ま
れ
て

い
る
と
し
て
、
こ
の
二
要
素
を
除
い
た
う
え
で
作
成
し

た
独
自
の
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
を
用
い
て
分
析
を
行
っ

た
。
そ
の
結
果
、
彼
独
自
の
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
と
内

戦
の
発
生
と
の
間
に
は
統
計
的
に
有
意
な
関
係
は
み
ら

れ
ず
当
該
仮
説
は
実
証
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

Y1

Y2

X1 X2

10.00

8.00

6.00

4.00

40

30

20
9 10 11 6.00 8.00 10.00

Polity
 IV

図２　三指標における民主主義諸国の分布

Vanhanen

PEPS

出典：筆者作成。
注）指標の略称は第四章第二節のものである。国家数は31、分析対象年は2000年である。
　　統計ソフトはStata 10.1を使用した。

4.00
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先
行
研
究
は
、
政
治
的
暴
力
が
内
戦
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
）
81
（
る
。
最
後
に
、
ポ
リ
テ

ィ
・
ス
コ
ア
の
尺
度
水
準
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
は
、
二
一
点
の
順
序
尺
度
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
際
の
サ
ン
プ
ル
の
分
布
が
二
峰
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
は
民
主
主
義
体
制
と
権
威
主
義
体
制
と
い
う
二
つ
の

類
型
を
捉
え
る
二
値
的
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
）
82
（
る
。
そ
の
た
め
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
は
、
半
民
主
制
を
測
定
で
き
な
い
。
そ

れ
だ
け
で
な
く
、
民
主
主
義
に
分
類
さ
れ
る
国
家
の
民
主
主
義
の
程
度
を
区
別
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
そ
の
得
点
が
最
高
点
で
あ
る
一
〇

点
に
位
置
す
る
国
家
は
全
て
同
程
度
の
民
主
主
義
に
分
類
さ
れ
）
83
（
る
。

　
こ
の
問
題
を
視
覚
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
〇
年
のPolity IV

で
一
〇
点
を
記
録
し
た
三
一
の
民
主
主
義
国
家
を
対
象
に
、

Polity IV

と
実
質
的
な
政
治
参
加
で
あ
る
投
票
率
を
考
慮
し
た
Ｐ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
とVanhanen

の
三
指
標
の
関
係
を
分
析
し
た
（
図
）
84
（
２
）。
横

軸
の
 X1
で
一
〇
点
に
位
置
す
る
民
主
主
義
諸
国
は
、
縦
軸
の
Ｐ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
（
 Y1
）
とVanhanen

指
標
（
 Y2
）
で
は
大
き
く
ば
ら
つ
い
て
い

る
。
例
え
ば
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
で
は
モ
ン
ゴ
ル
（9.7

）
と
ウ
ル
グ
ア
イ
（9.47

）
が
最
上
位
で
あ
り
、
米
国
（4.93

）
と
ス
イ
ス
（3.49

）
が

最
下
位
で
あ
っ
た
。
ま
た
、Vanhanen
指
標
で
は
イ
タ
リ
ア
（42.75

）
と
ベ
ル
ギ
ー
（42.72

）
が
最
上
位
で
あ
っ
た
が
、
ス
イ
ス

（18.96

）
と
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ
（18.88
）
が
最
下
位
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
他
の
指
標
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ポ

リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
で
は
区
別
で
き
な
い
よ
う
な
民
主
主
義
国
間
の
民
主
主
義
の
差
や
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
実
証
研
究
で
最
も
利
用
さ
れ
て
い
る
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
に
は
問
題
点
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
主
主
義
指
標
を

作
成
す
る
研
究
者
は
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
が
陥
っ
て
い
る
よ
う
な
問
題
点
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
指
標
の
利
用
者
は
、

ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
を
安
易
に
使
用
せ
ず
、
そ
の
問
題
点
を
認
識
し
、
分
析
に
適
切
な
指
標
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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五 

　
民
主
主
義
指
標
の
作
成
に
関
す
る
今
後
の
可
能
性

　
こ
れ
ま
で
、
既
存
の
民
主
主
義
指
標
の
歴
史
や
、
定
義
や
構
成
要
素
、
尺
度
水
準
と
い
っ
た
各
指
標
の
性
質
、
そ
し
て
、
ポ
リ
テ
ィ
・

ス
コ
ア
の
問
題
点
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
民
主
主
義
指
標
に
は
多
様
な
選
択
肢
が
存
在
す
る
。

そ
の
な
か
で
、
実
証
分
析
で
最
も
利
用
さ
れ
て
い
る
指
標
の
一
つ
で
あ
る
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
に
は
多
く
の
欠
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
実
証
分
析
に
お
い
て
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
を
利
用
し
続
け
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の

よ
う
な
指
標
が
今
後
作
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
指
標
作
成
に
お
い
て
は
、
民
主
主
義
理
論
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
の
定
義
が
一
つ
の
重
要
な
基
礎
で
あ
る
。
民
主
主
義
を
測
定
す
る
た

め
に
必
要
十
分
な
下
位
要
素
の
選
択
は
、
全
て
こ
の
定
義
に
依
存
し
て
い
）
85
（
る
。
第
二
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
多
く
の
民
主
主
義
指
標
は
、

選
挙
を
通
じ
て
の
政
党
の
選
択
と
民
主
主
義
と
を
同
一
視
す
る
手
続
き
的
定
義
を
基
礎
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
手
続
き
的
民
主
主
義
に
依

拠
す
る
指
標
を
作
成
す
る
場
合
に
、
選
挙
に
お
け
る
「
公
的
異
議
申
立
て
」
と
「
包
括
性
」
の
次
元
を
基
本
と
す
る
こ
と
に
大
き
な
異
論

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
既
存
の
民
主
主
義
指
標
が
、
こ
の
二
次
元
を
基
礎
と
す
る
民
主
主
義
概
念
を
十
分
に
捉
え
て
い
た
と
は
言

い
難
い
。
ま
た
、
選
挙
を
有
し
た
民
主
主
義
国
の
間
で
も
民
主
主
義
の
程
度
に
は
差
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
）
86
（
る
。
民
主
主
義
国
と
非
民
主

主
義
国
と
の
間
の
民
主
主
義
の
程
度
だ
け
で
な
く
、
民
主
主
義
国
間
の
民
主
主
義
の
程
度
を
測
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
指
標
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
た
新
た
な
指
標
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
包
括
性
、
つ
ま
り
政
治
参
加
の
観
点
か
ら
考
察
し

た
い
。

　
第
四
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ポ
リ
テ
ィ
・
ス
コ
ア
を
含
む
一
部
の
民
主
主
義
指
標
は
、
包
括
性
の
下
位
要
素
で
あ
る
普
通
選
挙
権
の
保

障
を
測
定
し
て
い
な
）
87
（
い
。
例
え
ば
、
普
通
選
挙
権
が
制
限
さ
れ
た
国
家
で
あ
っ
て
も
競
争
的
な
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
と
し
て
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｌ
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の
民
主
主
義
の
構
成
要
素
に
は
普
通
選
挙
権
は
含
ま
れ
て
い
な
）
88
（
い
。
し
か
し
、
普
通
選
挙
権
、
特
に
全
成
人
の
普
通
選
挙
権
は
、
民
主
主

義
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
女
性
参
政
権
が
確
立
し
て
い
る
国
家
の
ほ
う
が
、
そ
う
で
な
い
国
家
よ
り
も
市
民
の
選
好
を
反
映
す
る
程
度

が
高
い
た
め
、
民
主
主
義
の
程
度
が
高
く
な
）
89
（
る
。

　
だ
が
、
政
治
的
自
由
と
全
成
人
の
普
通
選
挙
権
が
確
立
し
て
い
る
国
家
の
間
で
も
、
政
治
参
加
の
質
に
違
い
が
あ
る
た
め
、
民
主
主
義

の
程
度
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
）
90
（

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
選
挙
権
を
保
障
し
た
だ
け
で
は
、
市
民
の
選
好
を
平
等
に
反
映
す
る
選
挙
を
実
現
し

て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
政
治
的
平
等
は
、
民
主
主
義
の
前
提
で
あ
る
と
い
わ
れ
）
91
（
る
。
そ
の
た
め
、
包
括
性
の
下
位
要

素
の
一
つ
と
し
て
、
政
治
参
加
の
質
、
特
に
政
治
的
平
等
を
測
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
政
治
的
平
等
を
ど
の
よ

う
に
操
作
化
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、「
一
票
の
価
値
」
と
「
投
票
率
」
に
注
目
す
る
。

　
ま
ず
、
民
主
主
義
に
お
い
て
、「
一
人
一
票
」（one

―m
an, one

―vote

）
は
原
則
で
あ
）
92
（

り
、
一
票
の
価
値
は
限
り
な
く
同
等
で
あ
る
べ
き

だ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ズ
（D. Sam

uels

）
と
ス
ナ
イ
ダ
ー
（R. Snyder

）
に
よ
る
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
や
オ
ラ
ン
ダ
と
い

っ
た
一
部
の
国
家
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
国
家
で
市
民
の
一
票
の
価
値
は
、
同
等
で
は
な
）
93
（

い
。
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
国
家
と
い
え

ど
も
、
一
票
の
価
値
と
い
う
点
で
は
政
治
的
平
等
の
実
現
の
程
度
に
差
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
票
の
価
値
は
民
主
主
義
の

重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
指
標
は
、
こ
の
要
素
を
考
慮
に
入
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
Ｆ
Ｈ
は
、

「
政
治
的
権
利
」
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
質
問
項
目
（
サ
ブ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
）
の
一
つ
と
し
て
一
票
の
価
値
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
し
か

し
、
実
際
に
、
こ
の
要
素
が
測
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
Ｆ
Ｈ
の
作
成
者
は
、「
国
家
に
得
点
を
つ

け
る
際
に
、
全
て
の
サ
ブ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
を
必
ず
し
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
は
な
い
」
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
）
94
（

る
。
そ
の
た
め
、
包

括
性
の
下
位
要
素
の
一
つ
と
し
て
こ
の
一
票
の
価
値
を
測
定
し
た
民
主
主
義
指
標
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
ろ
）
95
（
う
。

　
次
に
、
投
票
率
は
、
政
治
的
平
等
の
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
。
レ
イ
プ
ハ
ル
ト
に
よ
る
と
、
教
育
水
準
が
高
い
層
や
富
裕
層
の
ほ
う
が
、

そ
う
で
な
い
市
民
よ
り
も
選
挙
で
投
票
す
る
た
め
、
低
い
投
票
率
で
は
前
者
の
よ
う
な
市
民
の
選
好
が
政
治
に
反
映
さ
れ
や
す
い
。
つ
ま



法学政治学論究　第90号（2011.9）

126

り
、
低
い
投
票
率
は
、
一
部
の
市
民
の
意
見
が
政
治
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的

不
平
等
を
緩
和
す
る
た
め
に
は
、
投
票
率
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
）
96
（

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
、
投
票
率
を
民
主
主
義
指
標
と

し
て
用
い
る
こ
と
は
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。
高
い
投
票
率
は
、
独
裁
体
制
に
お
い
て
体
制
へ
の
支
持
の
高
さ
を
示
す
手
段
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
低
い
投
票
率
は
、
民
主
主
義
体
制
下
で
市
民
の
選
好
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
満
足
感
や

選
挙
へ
の
無
関
心
の
証
拠
で
あ
る
か
も
し
れ
な
）
97
（

い
。
た
し
か
に
、
ラ
ー
ナ
ー
の
よ
う
に
、
民
主
主
義
指
標
と
し
て
投
票
率
だ
け
を
用
い
る

場
合
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
回
避
で
き
な
）
98
（
い
。
し
か
し
、
公
的
異
議
申
立
て
と
い
っ
た
民
主
主
義
の
他
の
構
成
要
素
と
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
で
、
自
由
選
挙
に
お
け
る
投
票
率
の
高
さ
と
そ
う
で
な
い
選
挙
で
の
投
票
率
の
高
さ
を
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

自
由
選
挙
下
で
は
、
投
票
率
の
高
い
社
会
の
ほ
う
が
、
そ
う
で
な
い
社
会
よ
り
も
市
民
の
選
好
を
平
等
に
反
映
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
投
票
率
の
問
題
点
を
回
避
す
る
た
め
に
、
民
主
主
義
「
そ
れ
自
体
」
と
し
て
で
は
な
く
、
民
主
主

義
の
「
一
要
素
」
と
し
て
投
票
率
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
章
で
は
、
新
た
な
民
主
主
義
指
標
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
政
治
的
平
等
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
民
主
主
義
の
前

提
と
し
て
、
市
民
は
政
治
的
に
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
民
主
的
な
国
々
に
お
い
て
す
ら
、
政
治
的
平
等
と
い
う
目
標
と
、
そ
の

実
現
の
程
度
と
の
あ
い
だ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
き
わ
め
て
大
き
）
99
（

い
」。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
存
の
指
標
は
、
包
括
性
の
下
位
要
素
の
一

つ
と
し
て
の
政
治
的
平
等
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
一
票
の
価
値
と
投
票
率
と
い
う
二
つ
の
下
位
要
素
を

提
示
し
た
。
た
し
か
に
、
Ｆ
Ｈ
は
一
票
の
価
値
を
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
やVanhanen

指
標
は
投
票
率
を
民
主
主
義
の
構
成
要
素
と
し
て
い
）
100
（

る
。

だ
が
、
一
つ
の
指
標
で
こ
の
二
つ
の
要
素
全
て
が
測
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
両
要
素
を
新
た
に
加
え
た
民
主
主
義
指
標
を

作
成
す
る
こ
と
で
、
既
存
の
指
標
で
は
区
別
で
き
な
か
っ
た
民
主
主
義
国
間
の
民
主
主
義
の
程
度
の
違
い
）
101
（
や
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
発

見
さ
れ
て
い
な
い
民
主
主
義
と
政
治
現
象
と
の
間
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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六
　
お
わ
り
に

　
民
主
主
義
指
標
を
作
成
ま
た
は
利
用
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
、
既
存
の
指
標
の
相
違
点
や
欠
点
を
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し

か
し
、
民
主
主
義
指
標
と
い
う
実
証
研
究
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
道
具
に
関
す
る
レ
ビ
ュ
ー
や
検
討
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に

な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
民
主
主
義
指
標
の
歴
史
や
特
徴
、
問
題
点
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
そ
し
て
、
既
存
指

標
が
民
主
主
義
の
手
続
き
的
定
義
に
依
拠
し
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
特
徴
は
多
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
だ

が
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
指
標
が
、
民
主
主
義
の
手
続
き
的
概
念
を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
既
存
の
指
標
は
、
市
民
の

意
見
を
公
平
に
、
そ
し
て
で
き
る
だ
け
多
く
政
治
過
程
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
政
治
的
平
等
を
十
分
に
操
作
化
し
て
こ
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
既
存
指
標
は
、
民
主
主
義
を
構
成
す
る
二
次
元
の
一
つ
で
あ
る
「
包
括
性
」
を
完
全
に
は
捉
え
き
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、

政
治
的
平
等
を
表
す
民
主
主
義
の
要
素
と
し
て
一
票
の
価
値
と
投
票
率
を
挙
げ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
の
具
体
的

な
測
定
方
法
に
つ
い
て
は
議
論
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
投
票
率
の
数
値
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
投
票
率
が
「
非
常
に

高
い
」・「
高
い
」・「
中
程
度
」・「
低
い
」・「
非
常
に
低
い
」
と
い
っ
た
順
序
尺
度
と
す
る
の
か
、
と
い
う
操
作
化
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
課
題
は
あ
る
も
の
の
、
将
来
、
政
治
的
平
等
を
組
み
入
れ
た
民
主
主
義
指
標
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

【
付
記
】
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（「
特
別
研
究
員
奨
励
費
」
課
題
番
号 21
・56591

）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
１
）  

理
念
と
し
て
の
民
主
主
義
と
現
実
の
政
治
体
制
を
表
す
民
主
主
義
に
つ
い
て
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ａ
・
ダ
ー
ル
（
高
畠
通
敏
・
前
田
脩
訳
）『
ポ
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リ
ア
ー
キ
ー
』
三
一
書
房
、
一
九
八
一
年
を
参
照
。
ダ
ー
ル
は
、
後
者
の
現
実
の
民
主
主
義
を
指
す
言
葉
と
し
て
「
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
」

（polyarchy

）
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
た
。

（
２
）  G

erardo L. M
unck, M

easuring D
em

ocracy: A
 Bridge betw

een Scholarship and Politics 

（Baltim
ore, M

D
: Johns H

opkins 
U
niversity Press, 2009

）, Chap. 1, esp. p. 11.
（
３
）  
代
表
的
な
研
究
を
挙
げ
る
と
、
民
主
主
義
と
経
済
成
長
に
つ
い
て
はRobert J. Barro, D

eterm
inants of Econom

ic G
rowth: A

 Cross

―

Country Em
pirical Study 

（Cam
bridge, M

A: M
IT Press, 1997

）、
民
主
主
義
と
内
戦
に
つ
い
て
はH

åvard H
egre, Tanja Ellingsen, 

Scott G
ates, and N

ils Petter G
leditsch, 

“Tow
ard a D

em
ocratic Civil Peace? D

em
ocracy, Political Change, and Civil W

ar, 1816

―

1992,

” Am
erican Political Science Review, Vol. 95, N

o. 1 （M
arch 2001

）, pp. 33

―48

、
そ
し
て
民
主
化
を
含
む
体
制
変
動
の
決
定
要
因

に
つ
い
て
はAdam

 Przew
orski, M

ichael E. Alvarez, José Antonio Cheibub, and Fernando Lim
ongi, D

em
ocracy and D

evelop-
m
ent: Political Institutions and W

ell

―Being in the W
orld, 1950

―1990 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 2000

）
な
ど
が

あ
る
。

（
４
）  M

unck, op. cit., pp. xi

―xii, 1
―13.

（
５
）  G

retchen Casper and Claudiu Tufis, 

“Correlation Versus Interchangeability: The Lim
ited Robustness of Em

pirical Findings 
on D

em
ocracy U

sing H
ighly Correlated D

ata Sets,

” Political A
nalysis, Vol. 11, N

o. 2 （M
ay 2003

）, pp. 196

―203.

（
６
）  

管
見
の
限
り
で
は
、
高
田
洋
「
横
断
的
国
家
分
析
に
お
け
る
民
主
主
義
の
指
標
と
そ
の
問
題
点
」『
人
文
学
報
・
社
会
福
祉
学
』
第
三
一
九
号

（
二
〇
〇
一
）、
七
七
―
九
八
頁
、
藤
原
郁
郎
「
オ
ー
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
挑
戦

―
民
主
化
指
標
と
識
字
率
と
の
相
関
分
析
を
通
じ 

て

―
」『
立
命
館
国
際
地
域
研
究
』
第
二
三
号
（
二
〇
〇
五
）、
一
六
九
―
一
八
二
頁
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
７
）  

「
消
費
者
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
三
上
了
「『
フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ
ス
』
は
信
用
で
き
る
か

―
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
の
評
価
ラ
ン

キ
ン
グ
」『
国
際
問
題
』
第
五
〇
六
号
（
二
〇
〇
二
）、
八
三
頁
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
８
）  Kenneth A

. Bollen, 

“Political D
em

ocracy: Conceptual and M
easurem

ent Traps,

” Studies in Com
parative International 

D
evelopm

ent, Vol. 25, N
o. 1 （M

arch 1990

）, pp. 7

―24.

（
９
）  

高
田
、
前
掲
論
文
。

（
10
）  G

erardo L. M
unck and Jay Verkuilen, 

“Conceptualizing and M
easuring D

em
ocracy: Evaluating A

lternative Indices,

” 
Com

parative Political Studies, Vol. 35, N
o. 1 （February 2002

）, pp. 5

―34.
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（
11
）  Ibid., p. 9. 

民
主
主
義
の
手
続
き
的
定
義
に
つ
い
て
は
、D

ankw
art A. Rustow, 

“Transitions to D
em

ocracy: Tow
ard a D

ynam
ic 

M
odel,

” Com
parative Politics, Vol. 2, N

o. 3 

（April 1970

）, p. 345; Zehra F. Arat, D
em

ocracy and H
um

an Rights in D
eveloping 

Countries 

（Boulder, CO
: Lynne Rienner Publishers, 1991

）, pp. 19

― 22

、
三
上
了
「
移
行
論
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

―
い
わ
ゆ
る

手
続
き
的
定
義
に
つ
い
て
の
一
考
察

―
」『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』
第
六
三
号
（
二
〇
〇
〇
）、
八
三
―
一
一
三
頁
を
参
照
。 

（
12
）  
高
田
、
前
掲
論
文
、
七
八
―
八
〇
頁
、D

avid Beetham
, 

“Introduction,

” David Beetham
, ed., D

efining and M
easuring D

em
ocracy 

（London: Sage Publications, 1994

）, p. 1.

（
13
）  

ジ
ョ
セ
フ
・
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
（
中
山
伊
知
郎
・
東
畑
精
一
訳
）『
新
装
版
　
資
本
主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一

九
九
五
年
、
第
四
部
、
特
に
三
八
三
―
三
八
五
、
四
二
九
―
四
五
二
頁
。
引
用
に
つ
い
て
は
、
四
三
〇
頁
を
参
照
。

（
14
）  

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
Ｐ
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
（
坪
郷
實
・
中
道
寿
一
・
藪
野
祐
三
訳
）『
第
三
の
波

―
二
〇
世
紀
後
半
の
民
主
化

―
』
三
嶺
書
房
、

一
九
九
五
年
、
六
―
七
頁
。

（
15
）  

ダ
ー
ル
、
前
掲
書
『
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
』、
五
―
一
〇
頁
。
引
用
に
つ
い
て
は
、
六
、
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